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　語

序

　近年，企業のパフォーマンスに関する国際的な比較研究が進展するなかで，労務管理実践の解明に

たいする関心も高まり，その歴史研究においても相当の蓄積が行なわれっっある（1）。従来，経営史の

分野においては，個別企業の労務管理実践の態様を明確にしようとする努力は，企業の生産・販売あ

るいは資金調達活動などへの解明の努力に較べて，いちじるしく手薄であった。また多くの『社史』

においても，労務管理ないしは労使関係に関する叙述は，たとえそれが取り扱われる場合でもきわめ

て簡単な記述にとどまりがちであった。

　しかしながら，最近，労務管理史研究の蓄積が進展しつつあるとはいっても，研究上のパラダイム

をめぐる共通認識が必ずしも生まれているわけではない。そこでは新しいパラダイムを模索して幾つ

かの試みもなされている（2）。しかしながら，個別企業の労務管理実践の史的考察を行なう限りにおい

ては，何故，特定の企業が特定の時期に，特定の労務管理戦略と技法を選択したのか，という問いに

答えることが出来なければならないであろう。したがってその為には，その企業がどのような製品お

よび労働市場において，どのような企業間競争の条件下で経営活動を展開したのか，という問題を，

最低限，視野に収めねばならない。さらにそれらの諸条件は，特定の歴史的段階において，企業の属

する製品市場の種別によって異なるのは勿論であるから，特定の主導的産業における労務管理の諸相

にっいての目配りが必要になるであろう。

　本学短期大学教授
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　　　　　　　　　　　　　　　　明治大学　社会科学研究所紀要

　小論で取りあげるのは19世紀末から両大戦問期におけるイギリス造船業の労務管理実践の態様であ

る。周知のようにイギリス造船業は19世紀後半期に世界市場においてその覇権を確立し，第一次大戦

勃発に至る時期まで，レその成長性は停滞することがなかった。19世紀80年代中葉から大戦勃発までの

時期に船舶建造高は50万総トンから200万総トンへの伸びを見せた。このイギリス造船業の独占的地

位が凋落していくのは両大戦間期であり，1899～1913年の時期に世界の商船進水量の60％を占めたイ

ギリスは，1920～1924年の時期にはほぼ40％へと低落するのである。戦間期イギリス造船業は，国内

需要の極度の減退と外国造船業界の差別化政策によって彪大な過剰資本をかかえ，長期的停滞を続け

ることになる。1920年代に年平均約126万総トンを示した商船進水量は30年代においては67万総トン

へと落ちこみ，世界進水量に占める比率は36％へと激減した。このような生産量縮小のなかで，1920

年代においては半ば以上の造船設備が遊休化したが，30年代末においては，38年実施の建造能力140

万総トンに比肩する設備廃棄にもかかわらず，なお44％もの遊休過剰設備を抱えていた。これにとも

ない造船業雇用者数も1930年代末までに，1920年のそれの1／・までに収縮するのである。

　ところで，このように劇的な消長を辿ったイギリス造船業は同時に，クラフト産業（craft　industry）

に特有な産業的特性を色濃く有している。連続的な生産活動の見込みが困難なクラフト産業において

は，量産産業における官僚制的管理方式が合理性を持たない，という主張を，アメリカの建設業を素材

としてスティンチコーム（Arthur　L．　Stinchcombe）が行なったのは既に久しい以前である（4）。彼は建

設業における同職専門職業集団の定立を措定し，その機能との連関で行なわれる‘craft　administration’

（熟練技能型管理）こそ，建設業のような伝統的産業においては合理性がある，と主張したのであ

る。この彼の議論はクラフト産業の特性と同職職業集団の機能を照射したものとして興味深い。しか

しながら同時にわれわれは，彼の議論を倭小化して展開しないように注意する必要があろう。すなわ

ち，彼の文脈に依拠してクラフト産業の生産・労務管理の態様を一般化して説明しようとすれば，ク

ラフト産業のひとつであるイギリス造船業においては，クラフト・ユニオンに組織化された熟練労働
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
老たちの特定の職業的権能にもとついた自律的生産活動の遂行こそが合理性を持ちえたのだとして，

クラフツマンの自律的作業遂行という側面が過大視される危険がある。この論理はそれを裏返せば，

イギリスの労働組合の強さがイギリス製造業の技術革新を後らせ，職場の無統制さを生みだし，イギ

リス産業の衰退の引金をひいたのだ，という，今日，俗耳に入り易い議論に容易に短絡していくこと

になろう。したがってここで必要なことは，特定の労務管理戦略や手法のあり方を説明する場合に

は，その企業の置かれた経営環境と生産技術的条件のもとで，その企業がどのような経営戦略を採

り，したがってどのような労務管理戦略と手法が展開されたのか，という連関を探ることではなかろ

うか。小論ではこの視点にできるかぎり忠実に即して，イギリス造船業経営の労務管理の態様と特性

を明らかにしたいと考える。

1　経営環境一国際競争力，技術および労働
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　19世紀末から第1次大戦にかけてのイギリス造船業は国際競争力の強さにおいて比肩するもののな

い地位にあった。この背景には先進資本主義国イギリスの世界市場における優越性があったが，しか

しその有利な条件を完壁に利用できたのは19世紀中葉以降の造船経営の企業家的革新性にあった。

1860年代から80年代という時期に世界に魁けて鉄・鋼汽船を建造するという革新性がその後の成長と

繁栄の基盤をつくったのである。

　19世紀60年代中葉は，イギリスにおける木・帆船と鉄・汽船建造の交替期であった。木・帆船建造

は，60年代前半には年間ほぼ15万トン前後で推移していたが中葉以降急速に衰微する。これに対して

鉄・汽船建造は着実な伸びを示し，70年代および80年代前半の国内受注は年間ほぼ20～30万総トンに

達し，好況の83年には50万総トンの記録を示した（5）。

　船体材料に鋼を使用して船舶大型化に挑戦する試みは，既に50年代に始まっていたが，船材用とし

ての鋼の使用には均質性からの難点があった。この欠陥が克服されて鋼船建造が本格的に始まるのは

75年以降である。初め，その建造費が鉄船より高いため（6），鋼船建造のテンポはかなり緩かであった

が80年代に入るとそれも次第に克服され，鋼船建造は着実に増加して80年代末葉期においては，鉄船

建造は鋼船の一一i割を切るほどに落ちこみ，鋼船時代の確立を見ることになるのである（7）。

　ところで80年代以降，アメリカ，ドイッ，フランスにおいて，近代的装備を持つ造船所が台頭し，

鋼船建造の産業基盤が確立してくる。またイタリーおよび日本においても造船業振興のための官民の

努力が目覚しくなるが，この時期におけるイギリス造船業の国際競争力は動揺することがなかった。

このことは，90年代から第一次大戦勃発にいたる時期のイギリス造船業の海外受注の態様によっても

窺うことができる（第1表参照）。そこでは，たとえば90年代においては・　ドイツ・アメリカ両国の

建造高合計よりもイギリスの海外向け建造高が大きいという事実が判明する。世界市場におけるイギ

リス造船業の支配的地位は疑問の余地の無いところであった。第2表は，この時期における世界船舶

建造高に占めるイギリスの地位を示すものである。90年代初葉における80％という独占的地位は次第

に崩れるとはいえ，大戦直前期においても60％というシェアーを保持し，また，3000総トン以上の大

型船舶建造における優越性が明らかである。

　このイギリス造船業の優i越性はそのコスト・パフォーマンスにあった。イギリス造船業はトン当り

最小費用の船舶供給に成功したのである。1886年のr不況に関する王立委員会』における造船業者た

ちの証言は，海外諸国における低賃金，長時間労働と補助金政策にたいする指摘に満ちている。が，

造船業関係の有力労働組合書記長はそれらを反駁して，イギリス造船業熟練労働者の時間当り生産性

の高さを指摘して，イギリス造船業におけるトン当り労務費はヨリ小さいと主張している（8）・また・

イギリス造船業研究に優れた業績を持っS・ポラードも，これら後発造船国の進んだ造船設備にもか

かわらず，世紀転換期頃のイギリス造船労働者の圧倒的な生産性の高さを論証している（9）。

　ここでこの問題に関連して興味深いのは，同時代の日本人が当時の日本造船業の劣弱さ克服の意図

のもとに，イギリス造船業の優秀性を適確に分析していることである。イギリス造船業の優秀性はま

ず船価の低廉さとして意識されている。大正2年（1913年），今岡純一郎の行なった内外船価の比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一253一
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第1表　英造船業の海外受注 第2表　世界船舶建造高にしめる英国の割合
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によれば，「貨物積載量8，000トン（総トン数5，000トン）の貨物船の場合，イギリスの造船所におい

ては積載量1トン当りの建造費が55円に相当し総額44万円を要するが，日本においては総トン数1ト

ン当り130円を要し，したがって65万円を要す。それゆえ回航，関税，保険料等の諸経費を控除して

もなお110，500円の差が生ずることになる」と算定している。彼は，イギリス船舶の価格の低廉さの

みならず，建造期間の短かさ，代価支払方法の利便さ，船舶設計と建造技術の確かさ，とりわけ速

力，載貨量にたいする造船業者の保証の厳格さ等を指摘し，それらが船主の選好に好影響を与えイギ

リス造船業の市場機会の拡大に貢献している，と論じているCI°）。

　さて，以上に見たような黄金期イギリス造船業の経営の態様はどのようなものであったのか。立

地，労働および生産技術の面からいま少し明らかにしておきたい。

　まず，木造船から鉄・鋼造船への転換にともない立地構造に変化が生じた。木造船時代の造船所

は，船材たる木材供給地に近接し，進水に必要な水深と幅をもっ河川流域であれば，きわめて小さな

港町においてさえ建造・修復のための造船所の立地を見た。経営規模も小規模であり，労働手段もき

わめて簡単であった。すなわち，横引き大型鋸，ボルトねぢ切盤，ボート錐，デリック等である。ま

た船大工たちは，手斧，コーキンたがね，鋸などを私有していたのである。しかしながら鉄造船時代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一254一



　　　　　　　　　　　　　　　　　第26巻第2号　　1988年3ノ弓

の到来とともに造船業立地も変化し，石炭，鉄などの経営資源への近接，および関連工業の成熟度が

立地選択に際して作用することになった。このようにして70年代までに，イギリスで進水した船舶の

半数近くが，西部スコットランドのクライド河，北東部イングランドのタイン河，ウィアー河および

ティー河流域地域で建造され，のちにこれらの地域に加えて，ベルファースト，バーロウおよびハー

　トルプールが主要造船業地域として浮上した。すなわち鉄・鋼船時代の主要造船業地域は，北東部イ

ングランド，西部スコットランドおよびアイルランドのベルファースト地域に特化したのであり，こ

れらの地域を舞台にして，後述する労使の攻防が闘われるのである。ここで興味あるのは，新造船所

の立地にあたって，いわゆる19世紀版「グリーン・フィールド戦略」とも呼ぶべき選択が働らいたこ

とである。鉄造船参入にあたって企業老たちは，特に労働組合に“汚染”されていない地域を選択し

たのである。この点はとくにタイン河・クライド河流域地域，ベルファーストおよびバーnウにおけ

る立地に該当する。当時それらの地域は殆ど未開発であり，木造船時代の基幹労働者たる「船大工」

（shipwrights）の労働組合運動の影響を忌避しえたのである（’1）。鉄造船に参入した企業者たちは，職

場生活のみならず，家庭および社会生活をも統督下におきうるような労働者の調達を意図したのであ

って，これがやがて「企業城下町」の形成を導くことになった（12）。

　ところで，年次別船舶建造高についての数字は，Lloyd’s　Registerの統計資料の利用しうる年次

　（1892）以前は，相当な不正確さを免かれえないが，その点を考慮した上でS・ポラードの示してい

る立地別の商船建造高の分析は，各造船地域の相対的地位を把握する上で参考になろう。1867～72年

間の年平均は，正味トン数でベルファーストが一位，1，180トンであり，クライドおよびティーズが

670トンおよび610トンで続いている。1907～13年の年平均においては，3，960トンというベルファー

ストの一位は変わらず，クライドおよびティーズ河流域の地位もそれほど孫色なく伸びを見せている

が，マーシイ河地域の落ちこみが顕著である。しかしこれはこの地域の造船業活動の衰退を意味する

のではなく，ここを代表するLaird社が90年代末葉にCharles　Cammel社と合同後，ほとんど軍艦

建造に特化したことを示している。したがって1，000トン以上の全船舶を対象としての建造高におい

ては，マーシイ地域の比重は決して低落していないことが判明する。商船建造の比重がもっとも高い

のはクライド河流域地域であった（13）。

　っぎにこれら地域における造船労働老数を同じくポラードの推定にしたがってあげておく。かれ

は・1901年以前のセンサスにおいて造船業就業者数を見る場合にはそれが過少評価であることに留意

しなければならないし，またセンサス以外の統計資料においては機械工業労働者数の含まれることを

考慮しなければならないとして，プラス・マイナス10％づっの誤差を前提に次の数字を示している。

すなわち，クライド河流域地域においては，1866年17，500人，1877年21，000人，1894年24，000人，

1901年28，600人，そして1911年54，　769人である。また北東部イングランド地域においては，1865年

12，000人，1892年29，000人，1898年29，750人，1901年42，802人，そして1911年46，906人であった（14）。

ベルファーストおよびバーロウ地域の造船業労働者数については依拠すべき数字がない。しかし建造

高から判断すれば，クライド河流域および北東部イングランド地域の合計と同じ程度の造船労働者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　255　一



　　　　　　　　　　　　　　　明治大学　社会科学研究所紀要

を想定してもほぼ間違いではないと考えられるから，世紀転換期ごろには7万人位と推定できる。ち

なみに1901年および1910年センサスにおける造船業就業人口は，それぞれ128，000，および164，000を

数えている。

　では次に，これら造船労働者の労働内容を検討しておこう。

　木造船時代の造船業基幹職種は，船大工（shipwrights）であり，きわめて広い範囲の技能に習熟

し，作業における判断，決定を必要とする高度の手工的熟練労働者であった。その労働内容は，船舶

の設計図から現寸の木型を作り，船材材料に罫書をして部材を製作し，さらに船台の上に竜骨を据

え，肋骨を組み，船材部品を取りつけて船体を組立てる，という広範囲にわたるものであった。かれ

は，進水に至るまでの生産工程に責任を有していたので，各作業工程間の調整・統合という生産管理

職能を担っていたと言うことができる（15）。船大工による造船請負制度の普及も，このような生産工程

上の地位に技術的基盤を持つと見ることができよう。

　木造帆船から鉄製汽船への転換によって船大工は，生産工程統轄者としての地位を喪失し，新しい

生産工程には多様な職種の労働者が参入することになった。鉄製汽船の生産工程は，部材加工・製作

工程（内業加工部門，fabrication），船体建造工程（assembling）および礒装・船渠工程（outfitting　and

docking）から成るが，部材加工から船体建造までの工程に基幹工として参入したのがボイラー製造工

であった。ボイラー製造工（a　boiler　maker）という職種は，産業革命の進展とともに誕生した職種で

あり，多様な種類の金属素材＝金属板，アングル，丁字管，導管および継ぎ手などを加工し，多様

な機械・建造物が建造されたのである。この職種の労働者なくしては，ボイラーの製造はおろか，蒸

気機関，鉄橋などの建造も不可能であった。この職種においてはきわめて多彩な熟練技能が要求され

たが，その技能内容は鉄製汽船の建造に必要なそれと高い親和性を持ち，したがって鉄製汽船製造の

基幹工程は，かれら金属労働者（black　squads）が担うことになったのである。すなわちボイラー製造

工の作業は，金属材料の切断，穴明け，歪み直し，板曲げ，擁鉄，皿とり，鋲打ち，および填隙など

広い範囲にわたっており，したがって金属素材の切断，加工，組立てという鉄造船の作業工程は，か

れらの職域の拡大と受けとめられたのである（16）。

　しかしながら以上の事情は，鉄造船生産工程から船大工を完全に放逐したのではない。甲板張り，

礒装工程における内・外装木工関係の作業など，「木材を扱う労働者」（white　squads）の仕事が無く

なったわけではないからである。そればかりでなく，かれらは，製図工（draughtsmen）の作成した

図面から現寸現図を引き，ついで鉄部材製作のための木型製作を行なうという，きわめて高度の熟練

と判断の必要な仕事を行なうことになったのである（17）。

　鉄造船業の発展にともない，ボイラー製造工の熟練技能はいくっかに分化し，撹鉄工（angle・iron

smith），鉄板工（plater），鋲打工（riveter）および填隙工（cauker）の職種に特化した。これらは熟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　レイ　ヅマ　ン
練職種であり，特定職種の作業内容に職業的権能を有する熟練労働老が作業集団の頂点に立ち，補助

労働者，不熟練労働者を管理下に置いて，自律的な作業遂行が行なわれたのである。ここに挙げたト

レイドは造船業労働力構成のなかで大きな比重をしめ，また造船業に主な就業機会を見出すという点
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からみても主要職種であった。かれらは1870年代頃，平均して，造船所労働力の50～60％をしめた，

と目されている（18）。この他，部材加工・船体建造工程には，鉄・鋼材にリベット打ちのための穴を明

けるドリルエ（driller　or　hole－cutter）や，また主として小型の各種金属部品を製造する鍛冶工（black

smith）などが登場した。

　さらに礒装・船渠工程においては，船舶の大型化と複雑さが増すにつれて多様な職種の労働老の雇

用が増大した。建造された船穀に各種の仕上げや設備を取付けるために，大工，建具屋，ペンキエ，

機械工，鉛管工および電気工などの多彩な職種の労働者が働らくことになった。ここでもっとも重要

な職種は，舶用機関部門で働らく熟練機械工であった。かれらは，仕上工（fitter）あるいは施盤工

（turner）のごとく機械工業に代表的なトレイドの労働者であり，20世紀初葉，造船業および舶用機関

部門労働力の28．5％をしめていた（19）。

　以上述べたような職種別企業内分業組織とそれに基づく労働老間の相対的位置づけは，70年代末葉

の鋼の導入までほとんど変化することがなかった。造船労働は，激しい肉体労働であるばかりでな

く，熟練労働者たちの判断と技能に依拠した作業であった。もちろん1850年代に既に労働を軽減する

ための機械類一たとえば鉄材を加工して船材を製作するために一が使用されたが，広汎な機械化

の進展は各種の技術的隆路によって困難であった。湾曲部の部材の生産は，炉の火の色を適確に判断

し，また熱した鉄板を巧みに操作しうる鉄板工の熟練にゆだねざるをえなかったのである（2°）。

　鋼が船材として導入され，鋼製船舶建造が進展してくると，熟練労働者の労働内容にある変化が生

じてくる。しかしその程度は蟻装・船渠工程と船体建造工程では異なっていた。機械化の進展は蟻装

・船渠工程において著しく，船体建造において緩慢であったと指摘されている（2’）。しかしながら船体

建造工程においてさえ船材としての鋼の使用は，鉄板工および鋲打工の労働内容に相当程度の変化を

及ぼし，作業集団統轄者としてのかれらの地位を相当動揺させることになった。トレイドの権益を防

禦するためにかれらの取った措置は，「熟練技能」（skill）の存立の人為的側面を示すものとして興味

深い。その態様を以下に簡潔に見ておこう。

　鉄板工の場合，鋼の導入により大型工作機械を使用してcold　steelを処理することになったので，

鋼材処理に熱作業の必要が無くなり，作業の難易度がいちじるしく減じた。このことが鉄板工の労働

の熟練度を全く減じたわけではなかったが，作業集団の「管理」者としての地位に相当の動揺を与え

ることになった。このとき鉄板工は，その補助労働者（plater’s　helpers）たちを可能なかぎり単なる

筋肉労働者として補助的地位に甘んじさせる政策を採用したのである。たとえば，サンダーランド地

域の鉄板工たちは，補助労働者たちを含めての団体請負給の配分という慣行を廃止し，補助労働者に

は時間給で支払うという戦術を取り，補助労働者の強固な反対に出合うと争議行為に訴えて使用者に

脅しをかけ，ついにその意図を貫ぬいたのである。他方，鉄板工補助労働老たちは，1899年の造船業

ブーム期に不熟練労働者の組織化に成功し，団体交渉に成功して会社側から直接，賃金支払いを受け

るとセ・う道を選んだ。この段階で鉄板工の所属する「ボイラー製造工組合」（後述）は鉄板工補助労

働者の組織化を消極的にせよ支持する姿勢をとった。かれらの攻撃の矛先きが使用者側に向ったから
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である。さきにボイラー製造工組合は，この補助労働者のような低賃金労働者の組合加入を認めるこ

とは，組合財政基盤の弱体化をまねくと考えていたのであった。

　また鋲打工の場合には，鋼の導入によって大型鋼材の使用が可能になり，．それによって鋲打ち量が

25％減少したと推定されている。しかし，生産量の伸びと船舶の大型化がこの減少効果を相殺し』たの

である。水圧鋲打機（hydraulic　riveting　machine）の使用も技術的な点でその使用に限界があったの

で，鋲打工の労働内容にさしたる変化は生じなかった。しかしながら彼らは，使用老による機械化の

促進を警戒して組織的強化をはかり，鋲打工職場集団の成人労働者すべての組合加入を企図したので

ある。1882年，ボイラー製造工組合は鋲打工補助労働者（holders’up）に門戸を開き，補助労働老にた

いする組合規制の強化をはかったのである。

　ところで90年代に空圧鯨打機（pneumatic　riveting　machine）が導入されるとその軽量性，利便性に

よって鋲打工二人という組織編成は技術的には不要になった。またこの鋲打機の操作が熟練工でなけ

ればならない必然性も失なわれた。しかしここにおいてボイラー製造工組合は，その操作を二人編成

の熟練工に限定することに成功したのである。したがって，大型客船あるいは軍艦建造を行なう造船

大経営がこの機械化を促進したとはいえ，企業内分業組織の合理化をはかり，それによるコスト・ダ

ウンを実施するのは不可能であった。

　同様な例は填隙工の場合にも見られる。機械化の進展はここでもヨリ熟練度の低い労働への代替と

いう可能性を有していたが，既に1877年，ボイラー製造工組合への加入を成し遂げていた填隙工は，

組合の組織力によって当該機械の操作を組合員に限定し，機械化のもとでの新賃率を従前の手作業時

の賃率にリンクさせることに成功し，企業側の合理化努力はいちじるしく制約されたのである（22）。

　このようにしてわれわれは，造船労働者による職種別労働市場の組織化と，それを前提としての労

使間の労働条件取引が，この時期の造船大経営の合理化志向を攣肘したことを知るのである。したが

って次節では造船業における労使関係の態様と企業の労務管理方式に照明をあててみよう。

　ll　労務管理の特性一経営戦略と「熟練技能型管理」　　　　　　　　　　　’　t

　19世紀末イギリス造船業の労使関係は，一方において，事実上のクローズド・ショップに成功した

労働組合と，他方において，攻撃的戦法で著名な使用者団体が対峙するという枠組を形成していた。

鋼造船時代の幕明け後19世紀末葉までに造船業主要労働組合は，そめトレイドの権益を防禦するため

に，前節で見たごとく，時宜に即した組合政策を展開して熟練労働者の労働条件の低落を防いだので

あった。使用老側は労働組合の組織化に対抗して使用者団体を各造船業地域に結成することになる

が，世紀末葉までには全国的規模へ拡大し，使用者団体の統合がはかられた。これにともない労使紛

争は大規模化し，事実，第一次大戦にいたる時期は，執拗な労使間攻防が，ときには全国的規模で反

復されたのである。この対立のなかで何が争われ，また造船業大経営はどのような労務管理政策を追

求したのであったか。本節はこれらの問いに答えたいと考えるが，まず初めに19世紀末葉にいたる時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　258　一



　　　　　　　　　　　　　　　　　第26巻第2号　1988年3月

期の労働市場組織化の態様を明らかにしておく必要があろう。

　　労働布場の組織化と使用者団体

　H・A・クレッグたちは1888年の成人男子就業人口の約10％，75万人が労働組合に組織されていた

と推定している。そのうち，金属・機械および造船業は19万人という組合員を擁し，またそのなかに

あって造船業分野は3万5千人と最高の組織を示している。36％の推定組織率である。また，1901年

センサスにおいては造船業就業人口は約12万8千人を数え，うち労働組合員数は7万8千人であり，

組織率は60％に達した。1910年センサスにおいては，造船業労働組合組織率は46％と減少を見せる

が，造船業就業人口が16万4千人という伸びを示すので，労働組合員実数は7万5千人を維持してい

る。実に，19世紀末から第一次大戦勃発までの時期にかけて造船業は，炭鉱と並んでイギリス産業の

なかで最も組合組織率の高い産業のひとっであり，その熟練労働者層にあっては，事実上，クローズ

ド・ショップであったと考えられる（23）。

　この造船業において，その金属労働者を組織した最大の組合は，「ボイラー製造工組合」（the　Uni・

ted　S㏄iety　of　Boilermakers　and　Iron　and　Steel　Ship　Builders）であった。1834年に14人のボイラー

製造工によってマンチェスター市において孤々の声をあげた当組合は，その後幾多の消長を経ること

になるが，鉄造船業の成長にともない60年代末には，組合員数約9千人，支部数66を数えるまでに成

長した。鋼造船時代の到来とともにそれは更に飛躍的発展を遂げ，1880年には北東部海岸地域の中心

都市，ニューカッスルに本部を移し，89年には3万人，1900年には4万8千人，そして産業界のブー

ム期1906年には5万人を超える組合員を擁iするまでになり，造船業の高成長という有利な製品・労働

市場条件に支えられて，この時期のもっとも強力なクラフト・ユニオンのひとつとしての地歩を確立

したのである（24）。

　また，臓装・船渠工程においても，そこにおける多様な職種の労働者が早くから，それぞれの職種

別組織を発展させていた。したがって1906年から10年という，組合統合化がしだいに進展した時期に

おいてさえ，造船所においては，機械工，大工，建具工および鉛管工の諸組合を除き，なお18労組の

存在が指摘されている（25）。これらの職種別労働組合は，特定の仕事にたいする管轄権（jurisdiction），

と労働権（right　to　work）を主張したから，造船業においては常に「仕事」のナワばりをめぐる組合

間紛争が惹起されることになった。それは，後述するような造船業における製品需要のいちじるしい

変動とそれにともなう雇用の不安定性とあいまって，この産業に特有な風土病のごとき様相を呈した

のである。

　ところで他方，労働組合による労働市場組織化の進展に対応して，使用者団体の組織化が進展し

た。1889年，北東部海岸地域，クライド河流域地域およびベルファースト地域を包含して，「全国造

船業・機械工業使用者連盟」（the　National　Federation　of　Shipbuilding　and　Engineering　Emp10yers）

が結成された。この組織は，1896年，機械工業使用者による独自の全国組織の設立という動きを受け

て，1899年，「造船業使用者連盟」（the　Shipbuilding　Employers’Federation）として改組され，独自
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の道を歩むことになった。19世紀末葉における造船業使用者団体のこの糾合には，つぎの目的が掲げ

られていた。すなわち，すべての造船業地域において，所定期間内の所定時点で，一般的な賃率改訂

が行なわれるようにすること，および，雇用さるべき従弟数あるいは労働条件ρ個別交渉にたy・する

労働組合の干渉や反対，および，不正なストライキ行為を，使用者の組織的協力によって阻止しよう

というものであった（26）。すなわち，企業内労働問題の処理と労使関係の整序を，個別企業外部に構築

した使用者団体の組織的力と機能を借りて解決しようと企図したのであった。

　しかしながら以上のような全国的使用者団体の形成は各地域使用者団体相互間や，ましてやその構

成単位を成す各個別企業の利害関係の同一性を意味するものでは決してなかった。経営環境，経営諸

条件の異同によって当然のことながら，使用者たちの労務問題処理にたいする政策的態度は多様であ

った。たとえば労務戦略の選択は，その製品戦略のあり方によって大きく規定されることになろう。

すなわち，どのような製品市場にどの程度特化しているかという条件ひとっを取ってみても，必要と

する労働力の質や構成が異なってくるからである。また，たとえば軍艦建造に多くの比重をかけてい

るか，商船もしくは貨物船建造にヨリ多く特化しているか，あるいは船腹修理に主として従事するの

か等によって，景気変動の波動の衝撃は当然異なってくる。このように異なる経営諸条件と利害の異

同をもつ造船業使用者が当面の共通の利害，すなわち職種別組合の職務規制力（craft　control　or　job

control）に対抗するどいう共通目標を達成すべく組織化をはかったのであった。集団としての凝集性

はそれほど強くなかったと見てよい。

　ところで労使関係の地域的異同にっいて一言すれば，北東部海岸地域とクライド河流域地域におい

ては，その様相が甚しく異なっていた。北東部イングランドのタイン河，ウィアー河およびティー河

流域の造船地帯においては，既に80年代末までに，各河川流域に形成された使用者組織がボイラー製

造工組合地域委員とのあいだで団体交渉に応ずるのが通常となっており，やがてそれは，組合本部の

協力によって1894年には北東部海岸地域全域を包含する協約締結にまで発展するのである。この協約

は，一般的な賃金改訂にあたっては最低6カ月という期間が必要であるとし，改訂幅は5％を超えざ

ること，および改訂にあたっては1カ月の予告期間を要し，労使合同会議に付託しなければならぬ，

と規定した。また，些少な紛争は経営側職員と組合地域代表が解決の労をとり，合意にいたらない場

合には使用者たちと組合役員たちの合同会議に委ねられることとし，この間，作業の中断は有るまじ

きことと協定された。ここに既に紛争回避のための形式整備という方向への指向と，これ以降の造船

業における労務問題処理の仕方を特徴づける枠組の端初的な形成をよみとることができる。

　ところで他方において，クライド河流域地域の使用者たちは，1888年にいたるまで労働組合の存在

を認めようとはしなかった。北東部イングランドの使用者たちに較べて，かれらはヨリ専制主義的で

反組合主義者だった，と見られている。これには，かれらが需要変動のヨリ激しい製品市場（とくに

大型商船）にヨリ多く特化していたという事情があったのかもしれない。またそれに関連してヨリ熟

練度の高い労働者を必要としたという事情が作用しでいたのかもしれない。これら熟練労働者は腕に

自信のあるクラフツマンであり，組合本部の統制を容易に無視する反逆性をも有していたのである。
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さらにまたそこには，A・リード（Alastair　Reid）が指摘するような，スコットランドに特有な宗教

的，文化的土壌が関連していたのかもしれない。この地域的特性の異同という問題はいずれ解かれね

ばならない課題である。しかしながらこのクライド河流域地域においても，1889年～90年の造船業好

況期に使用者たちは組合との妥協をはからねばならなくなり，しだいに北東部イングランドと同様な

交渉機構が生成してくることになった（27）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　北東部イングランド，クライド河流域地域をはじめとしてその他多くの地域で地域別協絢が締結さ

れることになると，それは全国協約締結への指向をもっことになる。ボイラー製造工組合の最初の全

国協約は1893年締結の従弟規制に関するものであった。7人の熟練労働者にたいして2人の従弟とい

う比率が，このときの合意事項であった。

　　「経営大権」とクラフト・コントロール

　前項で見たような職種別労働組合による労働市場の組織化とそれに対応する使用者団体の形成は，

地域レベルおよび全国レベルにおける労使間交渉を促進して，その限りにおいては，秩序ある「平和」

的労使関係形成に資するものであったかにみえる。しかしながら事実は，「造船業使用者連盟」（以下

「連盟」と略記）の結成から第一次大戦勃発にいたるほぼ10年という短期間に，四回にもわたって，

地域的紛争が全国的ロック・アウトに拡大する労使対決にいたったのである。「連盟」はこの時期，

その攻撃的労務政策によって有名であった。それではこの労使攻防のなかで，何が問題として闘われ

たのであろうか。この問いに答えるためには，「エディンバラ暫定協定」とその帰趨を明らかにする

のがもっとも有用だと考える（28）。

　ここで「エディンバラ暫定協定」とは，「連盟」と「ボイラー製造工組合」が1907年初秋，暫定的

に締結した協定をいう。このとき「ボイラー製造工組合」は，　「連盟」から同組合員にたいして全国

ロック・アウト通告を受けるという厳しい状況下にあり，協定受諾以外に選択のすべを失なっていた

のである。それではまず，この協定の締結にいたる背景を見る、ことにしよう。それは填隙工のストラ

イキに端を発していた。

　1907年8月，ニューカッスル市のアームストロング・ウィットワース社，ウオーカー造船所（Walker

Shipyard，　Armstrong－Whitworth）1ま，鉄板工徒弟たちに命じて填隙工の仕事を行なわせたため，「ボ

イラー製造工組合」の地域委員が交渉に乗りだし，この交渉期間中は従来の作業慣行によって填隙工

による作業が行なわれることとし，したがって鉄板工徒弟の退去を経営側に求めたが四日間にわたる

説得にもかかわらず徒労に終った。すなわち，ウオーカー造船所は鉄板工徒弟をして填隙工の仕事を

行なわせっつけたのであったが，この造船所側のやり方を「連盟」も支持し，填隙工のストライキが

始まったのであった。’この事態に「連盟」は「ボイラー製造工組合」にたいして，「r連盟』加盟企業

に雇用されている『ボイラー製造工組合』員は8月24日を期して全員解雇さるべし」とのロック・ア

ウト通告を8月16日に行なったのであった。

　このロック・アウト通告を受けて同組合本部は，「連盟」がこの紛争の調査に同意することを条件
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に，ストライキ中の組合員にたいする中止指令を出すという態度に出たが「連盟」側はなんらの言質

も与えなかった。にもかかわらず同組合中央執行委員会は，ウオーカー造船所の填隙工にたいしてス

ト中止指令を出すが当該填隙工たちはそれを無視したのであった。このような事態のなかで同執行委

員会は傘下各支部に書簡を送り，不況下における同組合財政の苦しさと争議の長期化によってもたら

されるであろう財政悪化の見通し，および財政的裏づけの乏しい争議の勝算の無さなどを訴え，中央

執行委員会が「ウオーカー造船所問題」にたいして行なった対応の可否を問うたのであった。各支部

で開催された会合においては，中央執行委員会のストライキ中止決定を支持するものが8，341票で，

反対票の2，903票を大幅にうわまわったのであった。

　同時に中央執行委員会は，「全国的ロック・アウト問題」討議のために8月22日，地域代表を召集

して会議を開催した。この会議の結論は，組合代表者たちが翌23日，すなわちロック・アウトが実施

される一日前に，「連盟」代表と会見してこの問題を討議する，というものであった。1907年初葉，

52，000人の同組合員のうち失業者5，800人を数え，また組合員の大勢は全国的紛争の回避を希望して

いる，と地域代表は判断したのである。

　8月23日，エディンバラ市で持たれた会合の席上，「連盟」側代表は，ウオーカー造船所填隙工の

ストライキ即時中止を求めると同時に，「経営権」（the　right　to　manage）を保障する協定への同意を

求めたのであった。組合側は，経営側のこの挑戦に立ちむかうには財政基盤が脆弱だと判断し，「連

盟」が提示した協定書を暫定的に受諾したのである。このような経緯で締結された「エディンバラ暫

定協定」は，つぎのような内容をもっものであった。

　第一にそれは労働者の作業停止を制限する規程を有していた。すなわち労働者による作業停止は，

作業停止を惹起した原因にっいての労使間交渉が，造船所レベル，地域レベル，全国レベルで続行し

ている限り，為されざること，と規定した。この規程は，使用者によって従来の慣行を破る作業・労

働条件の変更が行なわれた場合に労働者は，作業を停止することなく，この規定の手続きにしたが

い，苦情処理を上行させて問題解決をはかることを意味した。

　第二に使用者が必要と認めるオーバー・タイムに反対してはならぬ，と規定した。

　第三に，いかなる熟練労働者もその徒弟期間中に，雇用者の命によって遂行した業務を理由とし

て，加入労働組合から処罰をうけることはない，と規定した。

　さいごにこの協定は，労使双方が再び会合をもち，暫定的協定から本協定締結にいたることと謳い

あげたのであった。

　労働側代表がこの暫定協定を承認するとともに経営側はそのロック・アウト通告を解除するが，組

合員大衆は執行委員会の予期に反してこの協定の承認を拒否し，「連盟」から再度，全国ロック・ア

ウト通告をうけることとなった。中央執行委員会の必死の説得により，ようやく同年初秋，支蔀段階

における票決で11，109対7，553という支持をとりっけ，ここに「エディンバラ暫定協定」が「ボイラ

ー製造工組合」によって承認されたのである。　　　・

　この暫定協定承認後，「連盟」は，一般的賃金改訂に関する規程を加えて本協定締結化を要求して
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くるが，組合側のいかなる対案にたいしても譲歩の姿勢をみせなかった。失業の増大という労働市場

条件の有利さのなかで使用者たちはさしあたり「暫定協定」を掌中にして満足していたのである。

　しかしながら，この「エディンバラ暫定協定」のその後の消長をみると，「連盟」の「経営権」確

立への志向はこの時期未発に終ったと考えざるをえない。それは二つの面で見ることができる。

　ひとつは，1909年，「連盟」と「ボイラー製造工組合」を含む造船業関連17組合とのあいだで締結

された協定において見ることができる。この協定においては，「連盟」が固執していた事項，すなわ

ち，（イ）使用者の導入する作業・労働条件の変化にたいして作業停止等の“干渉”を行なってはなら

ない。＠　徒弟時代に行なった業務によって将来加入組合から処罰されることはない。㈲　使用者は

オーバー・タイムを命ずる裁量性を有している，という諸問題が脱落しているからである。

　この脱落の理由を確定するには今のところ資料が不十分であり，他日を待たねばならないが，とも

かくこの「1909年協定」においては，．産業全般にわたる賃金改訂は6カ月間を経過しなければ双方と

もそれを提案できず，また改訂幅は5％を超えざること，および造船所レベル，地域レベルそして全

国レベルへと上行する紛争処理手続きが規定されたのみであった（29）。

　いまひとつは，「エディンバラ暫定協定」のなかで使用者側の固執していた「経営権」問題にたい

して「ボイラー製造工組合」がその後取った対応のなかに，「経営権」問題の命運をよみとることが

できる。

　それはまず1910年初めの造船業の景気回復にともなう労使攻防のなかで開始された。組合側が時間

給労働者にたいする1週1シリングの賃上げ，出来高給労働者にたいする5％の賃上げを提案したと

き，タイン河流域の二つの企業で反対に賃率が切り下げられるという事態が生じた。また同じくクラ

イド河流域の船舶修理にあたる事業所においても賃率をめぐる紛争が生じ・どちらの場合とも当該労

働者たちは作業を停止したため，「連盟」側は協定違反だと労働側を非難し・直ちに作業に復帰して

紛争処理手続きに従うべきだと主張した。これにたいして組合側は・協定違反ではないと反論するう

ちに「連盟」は全国ロック・アウト通告を発し，組合側の妥協が得られないままにロック゜アウトが

実施されたのである。このロック・アウトによって約半数の組合員が失職することになり財政に窮

迫した組合は，本部が「協定違反組合員への罰則を織りこんだ協定草案」に賛意を表するが・僅差

　（10，212対9，054）とはいえ一般組合員の支持を得るにいたらなかった。しかしながらこのロック・

アウトは実施後2．5週間にして突如として解除されるのである。造船業の景気回復過程で経営側が市

場の好機会を失ないたくなかったからである。紛争終結によって同年クリスマス前に労使双方は，紛

争処理に費される日数の短縮を規定した協定を締結し，その尊重を謳ったのである（3°）。

　このように見てくると，「連盟」が「ボイラー製造工組合」に課すことのできた協定は・紛争処理

手続き規程のみであり，「連盟」の狙った「経営権」確立の志向を現実化することはできなかった。

この不発の原因はなにか。この問題を考える場合，ここに興味ある事実を「連盟」の記録のなかに見

いだすことができる（・・）。そこには「経営権」確立問題にたいする「連盟」内使用者間の錯綜した態度

と，結局のところ，クラフト・ユニオンの強固な職務規制にたいして挑戦を回避した経営側の姿勢が
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如実にしめされているのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　「連盟」内における「経営権」確立への志向は，ひとっには，1897～98年の「機械工業使用者連盟」

（The　Engineering　Employers’Federation）のロック・アウト攻勢の成功に触発されたとみることが

できる。1902年8月6日，「連盟」」理事会終了後に，「造船業における労働問題，造船所の管理・規

律問題」にたいして使用者の権限を強化しようとする動きが最初の胎動をみせた。すでに，北東部海

岸地域の「ウィリアム・リチャードソン社」から提起され，北東部海岸地域とクライド河流域地域の

使用老団体の代表者たちが採択したこの「問題」を「連盟」は，「合同委員会」によって検討すること

とし，各地域使用者協会の代表によって構成された同委員会は，「造船所における管理問題改善案」を

作成した。「連盟」加盟企業の意見によって修正の上，1903年8月13日の常勤理事会においてそれは

採択された。同理事会はこの改善案の採択ののち，「改善」方にっいて労働組合との交渉にはいること

を決定したのであったが，それが行なわれることなく時が推移し，結局1906年5月1日の常勤理事会

においては，「将来考慮さるべき問題として保留」という決定がくだされたのである。われわれは先き

に「エディンバラ暫定協定」の内容に触れたが，それはここで討議され，保留となった「問題」を部

分的に盛りこんだものであった。それでは，造船所の管理問題改善として使用者たちは何を想定し，

その「改善」方策はなぜ断念されたのであろうか。この問題をみるために，まず，「改善」方策の主

要な点を記しておこう。

　「管理の自由にっいての一般的原則。使用者は労働組合の本来的機能に干渉しないが，組合もまた

使用者の経営管理にっいて干渉するものではない。」「使用者はr連盟』傘下企業の事業所において，

使用者の裁量で，労働者個々人が満足しうるような労働条件を自由に導入することができる」。

　「労働組合は上述のことから生ずるであろういかなる問題をも提起し，議論することができる。」

「雇用の自由。r連盟』傘下の事業所で雇用される労働者は，みずからもっとも適当と考えるところ

にしたがって労働組合に所属することができる。使用者はいかなる労働者をも労働組合の所属にかか

わりなく雇用することができる。」「r連盟』傘下の事業所の平和をはかるために，労働組合はその組

合員にたいして，非組合員にたいする妨害をさせてはならず，また，非組合員とともに就業すること

に異議をとなえさせてはならない。」「r連盟』は組合員および非組合員にたいして処遇の差別をして

はいけない」。

　「職長は労働組合員たらざること。労働者はいかなる方法においても職長にたいする干渉を行なっ

てはならない。また職長にたいして組合規約や，制限的規制を課してはならない」。

　すなわち使用老の意図したことは，雇用・作業条件の設定にたいする組合規制を排除し，職場にお

ける人的資源の配分・処理を経営者の一議的裁量において行ないたい，ということであった。それは

職場の作業組織の編成を，経営者の裁量において行なうことを意味した。先きに示した，非紅合員の

雇用の自由，雇用・作業条件の個別的決定，職長にたいする組合規制の排除，とならんで，この「改

善」事項は，徒弟数の規制の排除，プレミアム・ボLナス制の自由な導入，および紛争処理・争議回

避条項をともなっていた。一見して，「機械工業使用者連盟」が長期間のロック・アウト攻勢の末，
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獲得した「争議妥結協定」ときわめて類似の内容だったのである。

　しかしながらこれらの改善策を，労働組合との激烈な，全国的対決を覚悟して貫ぬこうとする使用

者は，きわめて攻撃的スタンスをとるクライド河流域における使用者など，ごく少数にすぎず，ま

た，「機械工業使用者連盟」の協力を得ることにも成功することができなかった。このようにして造

船業使用者は，「経営権」行使の自由を求めて労働組合側に挑戦することを回避したのであった。先

きに見たごとく，この「改善」策は，きわめて部分的なかたちで，1906年から1909年の時期の造船業

における紛争終熔後，労使双方によって締結された協定のなかに盛りこまれることになったが，使用

者側は，一そこにおいて，作業組織編成にたいする一議的権限行使の保障を遂に獲得することがなかっ

たのである。クラフト・ユニオンの組合規制は，経営側の労働行程合理化への動きを製肘するままと

なったのである。一方，争議回避を意図して入念に規定された紛争処理手続きは，先きに述べたご

とく，「ボイラー製造工組合」に対しても「1909年協定」として課せられることになったが，造船業

ブームによって同組合が再び強固な財政基盤を確立した1913年に，事実上，廃棄されてしまうのであ

る。

　さて，これまで述べてきたことを小括してみると，この時期，イギリス造船業経営が生産点におい

て与えられた条件は，っぎのように言うことができる。生産工程は，各部分工程が特定職種から構成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　ラ　フ　　ト
される協業体系であり，それぞれの部分工程は，特定の職業的権能を主張する熟練労働者が担当し，

さらに主要工程の多くは，ほとんどクローズド・ショップと目されるほどの組合組織化が進展してい

た，と。この職種別組合の生産点における規制を解放しようと意図した「連盟」の試みは，さきに見

たごとく，この時期不発に終った。使用者団体はその総力を結集して，生産工程の合理化推進のため

に必要な「経営権」獲得に賭けなかったのである。われわれはさきに，その理由のひとつを，使用者

団体内部の立場の相異だと指摘した。しかしながら，この立場の違いは，もう少し掘りさげて吟味し

てみる必要がある。

　さきに触れたいくっかの使用者団体の行動軌跡をみても判明するとおり，使用者団体の統一的政

策，たとえば1910年の全国ロック・アウトの実施は，造船業好況ブームのなかでロック・アウトの目

的を獲得することなく，2．5週間にして崩れさったのであった。不況期の賃率カットという目的のた

めには協調行動をとることのできた使用者たちは，好況時においては，相互に熟練労働老の争奪を展

開するという狂態までも演じたのであった（32）。すなわち，使用者団体内部には，個別資本の競争条件

に規定された利害関係の異同が存在するから，今世紀初頭の「経営権」確立問題へのそれぞれの立場

の相違は当然のことであった。そして大多数の使用者たちは，つぎのような現実認識を有していたの

である。すなわち，生産工程全般にわたるほとんどの工程に職種別労働組合の組織化が進展し，それ

ぞれの作業慣行や職種別ナワバリが確立している以上，使用老がそれを打破し，作業組織の再編を強

行するには，造船業の全使用者が一致して実施するのでなければ勝算はない。勝算がないどころかダ

個々の企業における紛争の多発と熟練労働者の「労働放棄」をまねいて日常の業務遂行すら壊滅して

しまう，という認識であった。
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　作業組織の合理化・再編への動きは，各個別企業の経営条件の多様性に規定されて足並みの揃うこ

とではなかったから，また，企業間競争にもとつく使用者団体内部の利害も錯綜していたのであった

から，その限りにおいても今世紀初頭，造船業における「経営権」確立への動きは未発に終らざるを

えなかったのである。このようにして造船業使用者は，作業組織再編という合理化の道を選ぶより

も，「現状維持」（status　quo）という道を選択したのである。

　　製品戦略と「熟練技能型管理」

　それでは，この「現状維持」という選択のもとで造船業使用老はどのような方策を，生産・労務管

理領域で展開したのであろうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　「ボイラー製造工組合」指導者，ジョン・ヒル（John　Hill）は戦間期にっぎのように述べていた。

すなわち，「組作業集団のリーダーたち（squad　leaders）は高度の熟練技能の持主たるグラフツマンで

あるのみならず，その作業集団の有能な組織者だという資質をも有していた。かれらは経営側からす

べての監督責任を委ねられているのである。たとえば職長がある組に仕事を命ずるとき，「rこれが

図面だ。これにもとついてやってくれ』と言うだけである。そ、の後この作業集団を監督したり，統制

したりする必要はない。仕事の遂行が完全に委任され，それが成功裡に達成されるので長期的に見れ

ば重要なのは組集団の賃金の多寡ではなく，かれらの技能と組織のあり方如何である」と。　　．　、

　ここに描かれているのは，主要工程たる造船工程における組作業にたいする言及であるが，戦間期に

おいてさえ熟練労働者の熟練技能に依拠しての生産活動であったことが判明する。したがってこの場

合経営側が，作業標準や作業速度の設定等を行なうことはなかった。これはかつてスティンチコームが

建設業において，またブラウナーが印刷業において指摘した「熟練技能型管理」（craft　administration）

の世界である。すなわちクラフツマンたちは，みずからの職能分野に属する仕事については，作業遂

行にっいての規律，責任にっいての標準を内面化しているので外部からの統制をほとんど必要どせ

ず，自律的作業遂行が可能だったのである㈹。

　それではなぜ造船業においては，戦間期にいたっても「熟練技能型管理」が選好されたのであろう

か。ここでまずスティンチコームが主張しているような，産業の特性という条件を考えることができ

る。かれは建設業を例にとって，労働の場所的分散性，製品・仕事の種類の多様性，生産活動の継続

性等の特性をもっ産業においては，官僚制的管理方式よりも熟練労働者の自律的作業執行に依拠する

「熱練技能型管理」が適合的だと論じたのであった。

　これをイギリス造船業に即してみれば，船舶という大型重量物を長期の生産期間を費して建造する

という個別・受注生産であり，連続的，定型的，定量的生産活動を許すすべもなかったから，官僚制

的管理への適合性をもっ筈はなかった。しかも造船業は，海運業の消長にっれて船腹需要もいちじる

しい振幅を経験するので，造船経営は経営資源の遊休化を可能なかぎり回避しようとする指向を有し

たのである。それは，固定設備投資のみならず，企業内官僚制組織の形成にたいしても現われ，階層

的管理組織の形成はいちじるしく貧困であった。かくのごとくして造船経営は，熟練労働老の自律的
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作業執行とその作業の効率増進に依拠しながら他方においては，必要な質・量の労働力を必要の都

度，調達して排出するという労務政策を展開したのである。さらに，造船業における「熟練技能型管

理」の定立には，さきに述べたような機械化の困難さ，もしくは後れという条件も関連していよう。

このようにして造船経営は，景気変動のいちじるしい振幅という市場条件と，大型建造物の個別・受

注生産という産業的特性によって「熟練技能型管理」形成への志向をもつが，同時に労働力供給側の

要件をみると，鉄船建造への転換期においてすでに，比較史的にみればきわめて豊かな熟練労働者群

の形成をみていたのである。したがって，イギリス造船業経営者にとっては，「熟練技能型管理」の

選択はきわめて経済的合理性をもつものであった。

　しかしながらわれわれは，ここで，イギリス造船業における「熟練技能型管理」の定立には，主導

的造船経営における製品戦略のあり方が連関していることに注意をうながしておきたい。このことの

もつ意味は，とくに戦問期において重要である。

　戦間期におけるイギリス造船業の主要市場は国内市場であった。1920年一一　39年の時期にイギリスで

建造された商船進水量の72・4％，1，440万総トンはイギリス船主の発注であり，イギリス本国に登録

されたのである。また同時期，イギリス帝国圏における登録商船は140万総トン，総建造高の7．0％を

占め，残り2割強が海外船主の発注によるものであった。小論冒頭に記したような，国際市場におけ

るイギリス造船業の優位性の誇示は，もはやここには見るすべもない。国内市場においては，生産集

中が進行した。1920年～39年の時期に100総トン以上の商船建造が150を超す企業によって行なわれた

が，建造商船トン数の80％以上は30社によって生産され，うち13社は建造高の52．7％という比重を有

していた。この主要造船企業13社を記すとつぎのごとくである。Harland　and　Wolff（Belfast／Clyde），

Swan　Hunter（Newcastle／Wallsend），　Lithgow’s（Port　Glasgow），　Wm　Gray＆Co．（West　Hartlepoo1

／Sunderland），　Armstrong　Whitworth（Newcastle），　Cammell　Laird（Birkenhead），　Furness　S．　B．

Co．（Tees），　Barclay　Curle（Glasgow），　Workman　Clark（Belfast），　Palmer’s　S．　B．　Co．（Newcastle），

Vickers　Armstrong（Barrow），　John　Brown＆Co．（Clydebank）およびDoxford　and　Sons（Sunder

land）であった。

　他方，この時期の商船建造トン数の1／、は，海運企業19社の発注になるものであり，海運における資

本集積の進展をもしめすものであった。さらに，さきの主要造船企業13社の船舶受注状況の分析を行

なったスレイブン（A・Slaven）にしたがえば，特定海運・造船企業の緊密な連繋という問題が指摘で

きる。すなわち造船企業13社のうち8社までが，海運企業6社からの発注に，その受注の大部分を依

存していることであり，造船企業のわずか4社のみが受注高の75％を15社という比較的多数の海運企

業から得ていたのである。

　この「緊密な連繋」の事例はつぎのごとくである。Brown’sおよびVickers　Armstrongの揚合は，

その生産高のほぼ8割が定期大洋航路の大型客船であったが，前者は，海運企業Cunard－White　Star

とthe　Canadian　Pacificの発注船舶の半数以上（トン数）を建造し，後者は，　Orient　Steam　Naviga－

tion　Company，　Furness　Withy．およびPeninsular＆Orientalと強い連繋にあり，それぞれの発注船舶
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のうち，84％，48％，20％を建造した。これらの受注は同時期，同社船舶受注の半数以上をまかなっ

たのである。さらに，Harland＆Wolffにおいては，その主要顧客は，　Union　Castle，　the　Bank　Line，

P＆0，Royal　Mail　GroupおよびElder　Dempsterであったが，同社はRoyal　Mail　GroupとUnion

Castleの発注の80％以上を請負い，　Bank　Line発注の64％，　Elder　Dempster発注の40％，そしてP

＆0発注の31％を消化したのである（34）。

　このような‘builders’friends’の形成は，長期にわたって歴史的に培われた顧客関係や，19世紀90年

代から1920年代初頭における時期の海運・造船企業の垂直的統合の進展を反映している。この海運・

造船企業の共生関係は，造船経営の製品戦略のあり方を規定することになり，それによって労務政策

の態様をも規定することになったのである。すなわち，造船企業は特定の海運企業との公式・非公式

の強い連繋に基礎をおいて製品・販売戦略の展開を行なうことになったので，かれらの建造船舶種目

は，主要顧客の要求と嗜好を反映するものとなり，また，個別・受注生産という生産方法の固定化を

導いた。この枠組自体を破砕する起動力は遂にこの時期生じなかったのである。

　小論の主題との関連で重要なことは，前述のような海運・造船企業の共生関係のなかでの造船企業

の製品戦略の展開が，「熟練技能型管理」の定立をいっそう強めたということである。かつてフエル

プス・ブラウン（E．H．　Phelps－Brown）は19世紀イギリスの労使関係の分析のなかで，機械工業熟練

労働者の熟練の特質を，たんにひとっの肉体的作業の遂行に習熟していることではなく，原料から最

終組立にいたる工程におけるいくっもの異なった作業を自律的に遂行しうる多能性（versatility）だ，

と指摘した（35）。造船経営が依拠したのは，かれらの熟練労働者のもづこの「多能性」であった。かれ

らこそは，特定顧客の注文に応じて新設計にともなう実験的作業や，あるいは建造過程のさなかにあ

っても設計手直し作業を行なうことができたからである㈹）。このようにしてイギリス造船業におい

ては，「熟練技能型管理」の定立は，スティンチコーム等の指摘する産業の特性一機械化の後れ，

個別・受注生産方式一や，景気変動の激しさという製品市場条件によるのみでなく，前述のような

海運と造船経営の緊密な連繋という構造的仕組のもとで展開された造船経営の製品戦略の態様に，も

うひとつの条件が求められるのである。

　それでは，このような「熟練技能型管理」のもとで，造船経営はどのような方策を，生産工程にお

ける生産・労働能率増進のために展開したのであろうか。

　イギリス造船業における管理組織（managerial　hierarchy）形成にたいする本能的ともみえる忌避

は，作業標準の設定，作業組織合理化などをともなう労務管理方式合理化への胎動が経営側から発動

しないことを意味した。したがってこの時期，生産効率，労働力統轄の責任を担っていたのは職長層

（Foremen　and　Under　Foremen）であった。この職長層のうち，フォアメンは，20世紀初頭の日本の

官営鉄道工場などにおける「職工長」，アンダー・フォアマンは「組長」の地位にあたると考えて差

し支えなかろう。すなわち，アンダー・フォアマンは，熟練労働者の作業を指揮し，共に作業をして

いるからである。　　　　　　　　　　　　　　L

　フォアマンは，労働者の採用，解雇，徒弟養成などの人事権を握り，また特定の仕事の遂行のため
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の作業集団の編成，ピース・レートの設定などを行ない，さらに職場規律の維持，紛争の調停（親方

労働者（leading　men）と輩下労働者の紛争，あるいは職域をめぐる紛争など）などの機能を果したの

である（37）。まさにかれは「万能的職長」（F・W・テイラー）であった。

　このような，いわば生産点における戦略的地位にある職長層にたいする雇用保障は，クライド地域

の使用者団体の事例でみると，すでに1866年にさかのぼって，職長層を基幹要員（skelton　staff）とし

て認め，ロック・アウト時においても解雇しない，という決議がある（38）。職長層は景気変動の激しい

造船業界において，労働者大衆と異なり，不況期においても雇用保障の特権を享受することができた

のである。

　しかしながら，職長層が経営者の「代理人」としての役割を遂行するためには，経営側も認めざる

をえないひとつの矛盾があった。すなわち，職長層が生産現場の規律を維持し，権限を保持するため

には，その権限が労働側に受容されねばならないが，そのためには，職長層の出自が，ほとんどの場

合，特定職種の熟練労働者たらざるをえない，ということであった。したがって，これら職長層は，

元熟練労働者として特定労働組合に所属しており，職長職に昇進後も，所属労働組合の共済制度を利

用するために，当該組合を離脱しようとはしなかった。世紀転換期頃にいたり，職長層にたいする経

営側のいくつかの福利厚生制度が案出され，労働組合の影響力排除が試みられるが，完全な成功をみ

るにはいたらなかった。職長層は造船所における「下士官」（J・メリング）のごとき位置づけを与

えられながら，必ずしも経営側にたいして，つねに忠誠を誓ったのではなかった。紛争処理や採用な

どにおいて組合員の利益を擁護する場合がみられたからである。職長層は経営側の第一線監督者であ

ると同時に，労働者の利害の代弁者であるという二律背反的立場に置かれていたのであって，このこ

とはとくに，アンダー・フォアマンの場合に強く現われたとみることができる。（39）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ－ス　レ－ト
　っぎに熟練労働老の能率増進にかんしては，作業請負，出来高賃金制が伝統的手法として採られて

いたが，世紀転換期頃からプレミアム・ボーナス制の導入がみられることになった。これらの能率刺

激賃金制度が結局，どのような帰結をもたらすかについては，経営学のテキストが説くとおりであ

る。すなわちこの時期のイギリス造船業においても，能率増進にともなう賃率引下げという経営側の

常套手段が労働側の組織的怠業という対抗策をひきおこした。また世期末以降導入されたプレミァム

・ボーナス制も，結局，基準時間の削減という使用老側の方策をともない，組織的怠業の除去にはい

たらなかった。さらに造船労働のもつ特殊性のために，プレミアム・ボーナス制の実施の困難さがあ

った。すなわち，造船所における多くの課業が特定のひとつの作業場所で行なわれるのではなく，作

業条件の異なる，多岐にわたる作業場所で行なわれるという特性を有するので，同種の課業遂行に必

要な基準時間も，作業場所の異同によって変化するのであった（4°）。

結　語

小論では19世紀末から戦間期というタイム・スパンをとってイギリス造船業の労務管理実践の態様
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と特性を明らかにしようとしてきた。小論の冒頭でしめしたように，造船業は，19世紀後半期におけ

る主導的産業のひとっであり，しかも19世紀末から第1次大戦の時期にかけて，海外主要国造船業の

急速な発展にもかかわらず，国際的優越性を喪失しなかった産業であった。その優越性の保持は海外

輸出力の維持にあったが，それは新造船においてばかりでなく中古船舶輸出においてもいちじるしく，

中古船舶の海外輸出によって，国内におけるヨリ新しい性能をもっ船舶建造需要の創出が加速された

のである㈹。ともかくこのような成長産業において，しかも他方において造船業は，19世紀型労働組

合，クラフト・ユニオンのもっとも強力に発達した産業のひとつであったから，その意味では，造船

業における労務管理の態様を問うことは，イギリス企業における労働力処理・統轄方式の主要な一側

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
面を把えることになろう，と考えられる。ここでは幾つかの論点を整理し，今後の研究への指針を得

たいと思う。

　この時期イギリス造船業は，大型生産物の個別・受注生産という典型的な「クラフト産業」であ

り，しかも景気変動の波動が大きいので，「熟練技能型管理」定立への適合性を有していた。事実，

イギリス造船企業は，激しい景気変動への対応として，「可能なかぎり身軽な管理機構」と熟練労働

者の自律的作業執行に依拠したのであった。このことは事実上，階層的管理組織形成の欠如を意味

し，第一線監督者としての職長層への生産・労務管理機能の委託を意味した。しかしこの生産・労務

管理の構図は，世紀転換期をほぼ分水嶺としてその矛盾を露呈してくる。この背景には国際競争の激

化と機械化の推進という経営諸条件の変化があった。この矛盾とは，多岐にわたる職種の熟練労働者

による職種別労働市場の組織化と，他方における使用者側の経営権行使の相剋という問題であった。

　行論で明らかにしたごとく，この矛盾の解決のために造船経営の行なったことは，個別経営内部で

処理し得ない労務問題の処理を，使用者組織の機能を通じて解決しようとする道であった。この労務

問題処理の「外部化」の道は，とくに不況期において生産点における組合規制力を弱めることに成功

したとはいえ，作業組織，作業方法の根本的変革をみちびく合理化に進展することはなかった。使用

者団体構成企業の経営条件の異同と利害の相剋は，『連盟』による「経営権」確立への動きを未発に

終らしめたのであった。　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　、

　このようにして「現状維持」路線踏襲を選ばざるをえなかった造船業において，戦間期におけ．6主

要造船経営の製品戦略が，クラフッマンの多能性にいっそうの利点を見出し，「熟練技能型管理⊥へ

の傾斜を強めた，というのが小論の最後の論点であった。そしてここで構築された構図のなかから

は，．みずからを変革する起動力は遂に出ることがなかったのである。19世紀後半期において，経済的

合理性を持ちえた経営戦略一マネジyリァル、・ハエラーキー形成への忌避，熟練技能型管理の選好

一が，のちに大きな栓桔として成長を阻害する事例をここにも見ることができる。ここで描出した

ことがらは造船業に限定されたことであろうか。あるいはある意味でイギリス経営システムの特性を

しめす普遍性を持つものなのであろうか。これらの問いに答えるのは今後に残された課題である。
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